
令和 6年度測量・建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格審査申請について 

 

海南市（海南市水道部を含む）が発注する測量・建設コンサルタント等業務の競争入札に参加を希望される方は、下記

の要領により申請してください。 

※ 今回は追加登録のため、現在登録されている方は申請する必要はありません。 

 

１．申請資格 

  審査を受けるためには、次に掲げる要件を全て備えている者でなければなりません。 

  （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定により参加させることができないこととされ

る者及び同条第２項の規定により参加させないことができることとされる者のいずれにも該当しない者 

  （２）申請日を基準として引き続き２年以上測量・建設コンサルタント等業務を営業している者 

  （３）海南市に対し納付すべき市税、消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税を完納している者 

  （４）申請する業種について、下記業種区分に対応した登録を受けている者 

    〔業種区分〕 

  業 種 区 分 必 要 と す る 登 録 

測 量 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条による登録 

建築関係建設コンサルタント業務 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による登録 

土木関係建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第２条

による登録 

地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第２条による

登録 

補償関係コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１号）による

登録 

  （５）海南市暴力団排除条例（平成２３年海南市条例第１４号）第６条第１号に規定する「暴力団関係者等」でない者 

 

２．申請期間 

  令和６年１月９日(火)～令和６年１月２９日(月) 

  午前９時から午後５時まで（土・日を除く） 

 

３．申請場所及び問い合わせ先 

  海南市役所 総務部 管財情報課 契約班 

  〒６４２－８５０１ 海南市南赤坂１１番地 

  電話番号 ０７３－４８３－８４１２（直通） 

 

４．申請方法 

  郵送または持参 

  ※ 持参でも受け付けますが、可能な限り郵送でお願いします。郵送の場合は令和６年１月２９日（月）消印分まで有効

とします。ただし、消印の日付を確認できないものについては必着とします。また、郵送される方で受領書が必要な

方は、返信用封筒（返信先住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの）を併せて送付してください。 

 

 

http://www.city.kainan.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r219RG00000578.html#e000000075


５．競争入札参加資格の有効期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

６．申請書類 

  下記「提出書類一覧表及び記載要領」を参照 

 

提出書類一覧表及び記載要領 

（１）提出書類一覧表 

番号 書類の名称 内容説明 

１ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 市指定様式１－１、様式１－２、様式１－３ 

（中央公契連統一様式でも可としますが、市指定様式の記

載要領に準じて記入してください。） 

２ 測量等実績調書（直近２事業年度分） 市指定様式２ 

（中央公契連統一様式でも可としますが、市指定様式の記

載要領に準じて記入してください。） 

３ 技術者経歴書 市指定様式３ 

（中央公契連統一様式でも可としますが、市指定様式の記

載要領に準じて記入してください。） 

４ 各種法令等の規定による登録を受けている

ことを証明する証明書（写し可） 

市指定様式１－１の「10 登録を受けている事業」の欄に記

載する各種登録の証明書 

５ 納税証明書（国税）（写し可） 

 

法人 ： 所轄税務署発行のもの（その３の３様式） 

個人 ： 所轄税務署発行のもの（その３の２様式） 

６ 納税証明書（市税）（写し可） 海南市税務課、下津行政局、各出張所が発行する未納が

無い旨の証明書 

※海南市内に本社もしくは委任先（支店・営業所等）がある

場合に必要 

７ 印鑑証明書（写し可） 

 

法人 ： 所轄の法務局発行のもの 

個人 ： 所轄の市区町村発行のもの 

８ 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

（写し可） 

所轄の法務局発行のもの 

※法人の場合のみ必要 

９ 代表者の身分証明書（写し可） 所轄の市区町村発行のもの 

※個人の場合のみ必要 

１０ 財務諸表（直近１事業年度分）（写し可） 法人 ： 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び注記表 

個人 ： 貸借対照表、損益計算書 

１１ 営業所一覧表 市指定様式４ 

（中央公契連統一様式でも可としますが、市指定様式の記

載要領に準じて記入してください。） 

１２ 使用印鑑届 市指定共通様式１ 



１３ 委任状 市指定共通様式２ 

※契約等にかかる権限を支店等に委任する場合に必要 

１４ 暴力団関係者でない旨の誓約書 市指定共通様式３ 

１５ ISO9000 シリーズまたは ISO14001 の認証

取得していることを証明する書類（写し可） 

※取得している場合のみ添付 

１６ 郵便はがき １枚 表裏に何も記載していないもの（登録通知用） 

 

※（写し可）と表記してある証明書はコピーでも可とするが、証明書関係は、原則発行日から３ヵ月以内のものとする。 

ただし、許可関係で３ヵ月以内のものを入手できないものについては直近のものとする。 

※市指定様式については、海南市ホームページからダウンロードできます。 

※郵便はがきを除く全ての書類は、上記提出書類一覧表の番号順にＡ４縦長フラットファイル（色は不問）に綴じて提出し

てください。 

 

（２）記載要領 

【全体事項】 

１．申請書は、必ず指定の様式（市指定様式又は中央公契連統一様式）を使用してください。 

２．手書きで記入する場合、黒色のペン・ボールペン（消せるボールペンは不可）を使用のうえ、楷書で丁寧に記入して

ください。なお、誤って記入した場合は、実印による訂正印で訂正してください。（修正液等による修正は不可） 

３．印鑑・ゴム印等は鮮明に押印してください。 

４．記入については、下記様式別の説明に従い記入してください。 

 

【一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式１－１、様式１－２、様式１－３）】 

項 目 記  載  要  領 

１ 本社（店）郵便番号 本社所在地の郵便番号を記入してください。 

２ 本社（店）住所 ○都道府県名から記入してください。 

○フリガナ欄は、カタカナで記入してください。※都道府県名はフリガナ不要。 

○丁目、番地は、「－（ハイフン）」により省略して記入してください。 

３ 商号又は名称 ○フリガナ欄は、カタカナで記入してください。 

○株式会社等法人の種類を表す文字については、略号を用いて記入してください。 

株式会社は『 （株） 』、有限会社は『 （有） 』と記入してください。 

４ 役職・代表者氏名 【役職】 

○個人業者の場合は記入せず、空白にしてください。 

○法人の場合は、代表者の役職名のみを記入してください。 

【代表者氏名】 

○フリガナ欄は、カタカナで記入してください。 

○氏名（フリガナを含む）については、姓と名前との間は１文字空けて記入してください。 

○代表者印は実印を押印してください。 



５ 担当者氏名 ○氏名（フリガナを含む）については、姓と名前との間は１文字空けて記入してください。 

○申請者の職員のうち申請内容を把握している方（当該申請について質問に答えられる

方）を記入してください。 

６ 本社（店）電話番号 

７ 担当者電話番号 

８ 本社（店）ＦＡＸ番号 

○市外局番、市内局番及び番号については、それぞれ「－（ハイフン）」で区切って記入

してください。 

９ メールアドレス ○海南市からの種々の連絡に対応できるアドレスを記入してください。 

１０ 登録を受けている

事業 

○次の区分に従い、それぞれ該当する場合に記入してください。 

測量業者 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条による登録を受け

ている場合。 

建築士事務所 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条による登録を受

けている場合。 

建設コンサルタント 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７

号）第２条による登録を受けている場合。 

地質調査業者 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第

２条による登録を受けている場合。 

補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１

号）による登録を受けている場合。 

不動産鑑定業者 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）

第２２条による登録を受けている場合。 

土地家屋調査士 土地家屋調査士（昭和２５年法律第２２８号）第８条による登録

を受けている場合（土地家屋調査士が２人以上所属している

ときは、１人のみについて記入してください）。 

司法書士 司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第８条による登録を受

けている場合。 

計量証明事業者 計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条による登録を受けて

いる場合。 

空白の欄 その他の登録等を受けている場合は、登録事業名を空白の

欄に記入してください。 
 

１１ 測量等実績高 ○「② 直前２年度分決算」、「③ 直前１年度分決算」及び「④ 直前２ヶ年間の年間平均

実績高」の各欄には、「① 競争参加資格希望業種区分」の各業種のうち、希望する業種

についてのみ実績高を記入してください。 

○測量等実績高のうち、希望する業種以外の業種の実績高は「その他」の欄にその額を

記入してください。 

【② 直前２年度分決算】 

○直前１年度分決算の前の１年間の決算を記入してください。 

○決算が１事業年度１回の場合には、当該左右欄のうち右欄にのみに記入してください。 

○消費税を含まない額を記入してください。 

○千円未満は四捨五入して記入してください。 



【③ 直前１年度分決算】 

○申請日の直前の営業年度の終了日において確定した決算を含む過去１年間の決算を

記入してください。 

○決算が１事業年度１回の場合には、当該左右欄のうち右欄にのみに記入してください。 

○消費税を含まない額を記入してください。 

○千円未満は四捨五入して記入してください。 

【④直前２ヶ年間の年間平均実績高】 

○「② 直前２年度分決算」と「③ 直前１年度分決算」の両決算に基づき算定した年間平

均実績高を記入してください。 

○合計欄には縦の金額を記入してください。 

○消費税を含まない額を記入してください。 

○千円未満は四捨五入して記入してください。 

 

１２ 有資格者数（人） ○申請日の直前の営業年度の終了日時点の各有資格者数を記入してください。 

○１人で２以上の資格を有している者がある場合は、重複して計上してください。 

○記入する有資格者数は自社の常勤職員のみとし、非常勤職員、友好・協力関係にある

別企業の職員等は記入しないでください。 

１３ 建設コンサルタント

及び補償コンサルタント

登録業者の登録部門 

○建設コンサルタント登録規程及び補償コンサルタント登録規程に基づいて登録を受け

ている部門について、対応する番号を「○」印で囲ってください。 

１４ 自己資本額 【① 株主資本】 

○払込済資本金に新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式申込証拠

金を加え自己株式を減じた額（有限会社である場合においては、出資払込金、出資申込

証拠金の額）を記入してください。 

○外資系企業の場合には、「① 株主資本」の合計欄の上段に（  ）書きで外国資本の

額を内数で記入してください。 

○組合の場合は、組合の基本財産と組合員の払込資本金に利益剰余金を加えた額の合

計額を記入してください。 

○個人の場合、この欄は記入しないでください。 

【② 評価・換算差額等】 

○その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金があった場合、そ

の合計額を記入してください。 

【③ 新株予約権】 

○新株予約権があった場合、その額を記入してください。 

【④ 計（Ｐ）】 

○①～③の合計額を記入してください。 

○個人の場合、純資産合計（期首資本金＋事業主利益＋事業主借勘定－事業主貸勘

定）の額を記入してください。 



１５ 損益計算書 ○直前１年度分決算により記入してください。 

１６ 貸借対照表 ○「① 流動資産」、「② 流動負債」、「③ 固定資産」及び「④ 総資本額」の各欄は、直

前１年度分決算により記入してください。 

１７ 経営比率 ○「① 総資本純利益率」、「② 流動比率」、「③ 自己資本固定比率」の各欄は、それぞ

れ小数点以下第二位の数値を四捨五入して小数点以下第一位までの数値を記入してく

ださい。 

１８ 外資状況 ○外資系企業の場合、該当する会社区分の番号（１ ２ ３のいずれか）に「○」印を付す

るとともに、[  ]内に外国名を、（  ）内に当該国の資本の比率をそれぞれ記入してくだ

さい。 

※「２ 日本国籍会社（100％）」とは 100 パーセント外国資本の会社を、「３ 日本国籍会

社」とは一部外国資本の会社をそれぞれいいます。 

１９ 営業年数等 ○競争参加資格希望業種に係る事業の開始日（２業種以上のときは最も早い開始日）か

ら申請日の直前の営業年度の終了日までの期間を記入してください。ただし、当該事業

を中断した期間がある場合は、その期間を排除した期間（１年未満切捨て）を記入してく

ださい。 

２０ 常勤職員の数 ○「① 技術職員」及び「② 事務職員」の各欄には、申請日の直前の営業年度の終了日

において常時雇用している従業員のうち専ら測量・建設コンサルタント等業務に従事して

いる職員の数を、「③ その他の職員」欄には、それ以外の職員の数を記入してください。

また、「④ 計」欄には、法人にあっては常勤役員の数を含めたものを、個人にあっては事

業主を含めたものをそれぞれ記入し、「⑤ 役職員等」欄には、常勤役員又は事業主の数

を内数で記入してください。 

○常勤役員又は事業主は、その勤務実態により①～③のいずれかの欄に含めて記入し

てください。 

※この項目における「常時雇用」及び「常勤」とは、申請者に従事し、かつ客観的な判断

事項（定期・定額給与の支払対象者、社会保険料の納付対象者であること等）を有するこ

とをいいます。 

 

【測量等実績調書（様式２）】 

○この様式については、様式の末尾にある記載要領に従って記入してください。なお、記載事項が１枚で終わらない場

合は、同一の様式を延長して記入してください。 

 

【技術者経歴書（様式３）】 

○この様式については、様式の末尾にある記載要領に従って記入してください。なお、記載事項が１枚で終わらない場

合は、同一の様式を延長して記入してください。 

 

【営業所一覧表（様式４）】 

○この様式については申請日現在で作成するとともに、様式の末尾にある記載要領に従って記入してください。 

 



【使用印鑑届（共通様式１）】 

○使用印鑑欄には、入札書、見積書、契約書、請求書等契約に関する書面に使用する印鑑を押印してください。（契

約等にかかる権限を支店等に委任する場合は、受任者の使用印となります。） 

○使用社印欄には、契約に関する書面に社印（角印）を使用する場合に押印してください。使用しない場合は空欄にし

てください。 

○代表者職氏名欄には、代表者役職名・氏名（個人業者の場合は氏名のみ）を記入のうえ実印を押印してください。 

【委任状（共通様式２）】 

○委任者欄には、本社（店）住所、商号名称、代表者役職名・氏名を記入のうえ実印を押印してください。 

○受任者欄には、受任先住所、受任先名称、受任者の役職名・氏名を記入し、使用印（「使用印鑑届」の使用印と同一

のもの）を押印してください。 

 

【暴力団関係者でない旨の誓約書（共通様式３）】 

○代表者職氏名欄には、代表者役職名・氏名（個人業者の場合は氏名のみ）を記入してください。※押印不要。 


